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＇ 論 文
企業の農業参入に対する懸念点の検証

一都道府県アンケート調査から一

渋谷往男*t

（平成30年6月7日受付／平成30年9月11日受理）

要約：企業の農業参入に関するさまざまな懸念が，現在も現場の農業関係者によって意識され続け参入の障

害になっている。そこで，過去の懸念について，農業参入解禁後に顕在化した状況の検証を目的として，都

道府県の農業参入担当部署に対してアンケート調査を実施した。その結果，現時点では，参入企業の撤退と

その後の農地荒廃，農地の不適正利用，家族農業経営の農業離れなど過去の懸念点はほとんど当てはまって

いないことと企業の農地取得についての考え方がわかった。農政の抜本的な改革が求められる中で，農業現

場では参入企業を担い手の一員と位置づけて，実態に基づいた落ち着いた議論と対応，さらには将来設計が

必要といえる。

キーワード：企業の農業参入，懸念，検証，アンケート

1. はじめに

わが国における企業の農業参入は 2003年4月に導入さ

れた，いわゆる農地リース特区により解禁された。それか

ら約 15年が経過し，制度的な変更がなされるとともに，

参入企業数は拡大の一途をたどってきた。特に， 2009年

12月の改正農地法施行以降は参入企業数の増加がそれま

での 5倍以上の早さになっている I)。こうした中で，企業

の農業参入解禁時の議論，特にその懸念点について一定の

結論を得ることが可能になってきたといえる。

ここで，企業の農業参入をめぐる一連の制度整備につい

てまとめる。議論の端緒を開いたのは， 1992年に農林水

産省が発表したいわゆる新政策2)といえる。その後規制

緩和議論と農業改革議論が並行して行われた。特に， 1996

年頃からは農業基本法の改正にあたって，「食料・農業・

農村基本問題調査会」や「食料・農業・農村政策審議会」

を中心に盛んに議論がなされ， 1999年に食料・農業・農

村基本法の制定に至った。翌年に策定された食料・農業・

農村基本計画において，農業生産法人3)の一形態としての

株式会社容認の方向4)が示された。同年中に農地法改正と

いう形でこれが実現し， 2001年3月から施行された。

その後， 2001年末には規制緩和政策の一環として構造改

革特区が提起され， 2003年4月から各分野で導入された。

この中には，規制緩和の象徴として，いわゆる農地リース

特区5)が盛り込まれ，農地の貸借方式によって，一般企業

の農業参入が実現した。構造改革特区制度は導入後特段の

問題が発生しなければ全国に展開するとされていたことか

ら2005年に農業経営基盤強化促進法で定める特定法人貸

付事業として全国に展開された。

2009年には，企業の農業参入の一層の促進などをねらい
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として農地法が大幅に改正され，解除条件付農地貸借方式

により一般企業の農業参入条件が大幅に緩和された。

2. 既往の研究と本稿の問題意識

(1) 企業の農業参入への懸念に関する既往の研究

企業の農業参入およびそれを規定する農地制度について

は，さまざまな議論がなされてきた。高橋 (2009)や高橋

(2013)では，農地制度をめぐる近年の議論についてのレ

ビューが行われている。

ここでは，こうしたレビューも参考にしつつ，具体的な

指摘を確認する。なお，農業参入議論の主要な論点の一つ

である「耕作者主義」に関しては，法理念の問題であると

ともに企業行動からの検証が困難なこと，および2009年

の農地法改正によりその位置づけが大きく変化したことか

ら検証の対象から除外する。

a) 参入企業の安易な撤退と跡地の荒廃

企業の農業参入の懸念点の一つとして，いったん参入し

た企業が安易に撤退することに対する懸念がある。田代

(1997 : p. 83)は「株式会社はもうからなくなれば，あるい

はより有利な投資先がみつかれば，速やかに資本を撤退・移

動させる」としている。また，太田原 (2002)は「企業は赤

字が続けば撤退するのが当然の理論である。問題は，その

跡地をどうするかである。」と指摘している。石井 (2002)

は企業の農業参入を，郊外に立地した大型店の撤退になぞ

らえて懸念を示している凡田代 (2003: p. 79)は，農地リー

ス特区の導入を受けて，「特区が解消されたり，撤退がお

こったりしたら，農地が農地として地元に戻ってくる現実

性は極めて乏しく，地域としては農地を捨てたに等しいと

いえる」としている。こうした指摘も影響したと思われる

が，農林水産省の審議会では「耕作からの撤退により大規
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模な遊休化につながるおそれがある」との論点が示されて

いる匹

また，参入企業の撤退について，澁谷 (2007: p. 33)は

参入企業へのアンケート調査より撤退の可能性に言及して

いる8)。さらに，農林水産省の調査に基づき，国会におい

て政府が答弁したものがある。この中で，当時特定法人貸

付事業によって参入した 320法人がある一方で，これとは

別に撤退した法人が31法人確認されていることが報告さ

れている見渋谷 (2011: pp.84-85)は撤退企業4社への

ヒアリング調査によって，撤退事象について本業の経営要

因と農業の経営要因という 2つを指摘しつつ，対象事例で

は撤退後の農地は別の耕作者が耕作を継続していることを

示している。このように一部の撤退事例は既に確認・報

告されている。

b) 企業による農地の不適正利用

新政策では，「株式会社一般に農地取得を認めることは

投機及び資産保有目的での農地取得を行う恐れがある」と

している。原田 (1996: p.11)は，「日本の土地利用規制

の実態の下では，株式会社による転用•投機目的の農地取

得を阻止することは極めて困難」としている。また，千葉

県での実例などをもとに，全国農業会議所 (2002)の申し

入れや農林水産省の審議会資料に「産業廃棄物の不法投棄

等につながるおそれがある」10)としているように，不適正

利用の懸念は根強い。

また，全国農業会議所の「農用地の不適正取得等に関す

る情報収集調査 (2004)」では倒産・撤退産廃不法投棄

の事実が示されている。

c) 家族農業経営への影響

原田 (1996: p.11)は農業生産法人の組織形態としての

株式会社の容認に対する懸念として，「株式会社による企

業としての農業経営は仮にそれが成立しうるとすれば，最

優良な農業地帯を中心に，そこに存在しうる先進的家族農

業経営を駆逐することによって成立する。他方，その企業

経営の生産性を前提として価格政策その他の農業施策が講

じられれば， より条件の劣る地域の家族農業経営も衰退・

消滅の道をたどるほかない。それは，経済効率の名による

農業・農村の縮小・切り捨てとなろう。」としている。

また，糊沢(2002)は，農地制度の見直しに関連して「『経

営』と『農作業への直接従事』が分かれると， 自分自身の

意思決定とオ覚に基づき農作業を行うという，なりわいと

しての農業の全体性が失われます。その結果，一番懸念さ

れるのはますます農業離れが進むとともに農業の持続性が

損なわれることです。」と指摘している。いずれも，企業

の農業参入の結果として家族農業経営の農業離れが進むと

している。

d) 企業による農地取得の是非

企業の農地取得については，新政策で否定されたもの

の，経団連 (1997)が株式会社の農地取得の段階的解禁と

して，「農地転用規制の強化を前提に，株式会社の農地取

得を認めるにあたっては，段階的に進めていくことが考え

られる。例えば，第一段階として，農業生産法人への株式

会社の出資要件を大幅に緩和し，第二段階として，借地方

渋谷

式による株式会社の営農を認める。その上で最終的に，

定の条件の下で株式会社の農地取得を認める方式が考えら

れる。」と提起している。

その後幾多の議論を経て，一般企業の農業参入は， 2003

年に始まった農地リース特区以来，農地の貸借方式に限定

され，所有権は今日に至るまで認められていない。また，

個々の参入企業からは，農地取得についての要望はほとん

ど見られない11)。しかし，原田 (2011: p.40)は「次の改

正では「農地の所有権取得の自由化』まで進むのではない

かという危惧」を示している。実際に，企業経営者に対す

るアンケート12)では企業が農地所有できた方がよいとの

回答が53.1%との報告もある。また，経団連は，「企業の

農業事業については，経営の観点や現場の懸念などから，

現行のリース対応で十分であるとの意見がある一方，新た

な担い手として活発に活動するためには農地所有などの規

制緩和を求める意見がある。」としている13)ように，農地

所有の解禁についても引き続き議論のテーブルに載せてい

る。このように企業による農地所有の是非も議論の一致に

は至っていない。

(2) 本稿の問題意識と目的

a) 本稿の問題意識

これまでみたように企業の農業参入は，過去さまざまな

議論，懸念を乗り越えて制度整備が進み， 2009年の農地

法改正によって帰結をみた。しかし，当時の懸念が払拭さ

れて制度整備が進んだ訳ではなく，部分的，試行的な取り

組みを積み重ねて今日に至っている。このため，参入当時

に提起された懸念が農業の現場を中心に引き続き意識さ

れ，参入についての障害となっているとともに地域とし

て企業を有効に活用していくような前向きな取り組みも制

約されている恐れがある。特に，企業が参入する際に，市

町村や農業委員会，さらに個々の農業者の間において，参

入時の懸念が引き続き意識され，参入についての動きが進

まない例が少なくない。実際に，県の担当者として企業参

入を積極的に推進している磯田ら (2014: p.13)は，現在

も農業の現場ではこうした声があるとしているとともに，

これらを“企業参入アレルギー”と称している。

さらに，企業の農地取得についてもさらなる規制緩和論

が消えていないと，制度の安定性に対する不安要素にな

り，参入側，受入側ともに長期的な計画を前提とした意思

決定が困難になる可能性がある。

一方，農家の高齢化は現在も進行中であり，昭和一桁世

代とそれに続く世代の引退期を迎える中で，わが国の耕作

者は急速に減少しつつある。このため，企業の農業参入に

関する各種の懸念を早く払拭しておかないと，不耕作地が

拡大し，国民的資源である農地の有効利用が損なわれる恐

れがある。

b) 本稿の目的

企業の農業参入についての制度整備前後での議論では不

明確だったことが，現時点になって一定の結論が見えつつ

ある14)。そこで，参入の実態に基づいて農業関係者の共通

理解を形成できれば，わが国全体および地域農業の将来に
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ついて，企業を農業のプレーヤーと考えた上で落ち着いた

議論や，将来設計が行えるようになる。こうしたことを将

来の目標としつつ，本稿では企業の農業参入に関する過去

の懸念が，解禁後にどの程度当てはまっているのかを検証

することを目的とする。

3. 研究の方法

過去の懸念点についての実態把握は，個々の事例を詳細

に把握することが最善の方法である。しかし，農地法改正

前の農地リース方式で400法人以上，同改正後の解除条件

付貸借方式では 1,500法人以上の参入がある15)。農業生産

法人を設立しての参入，農業生産法人に出資する形での参

入なども含めるとさらに多くの参入事例があり，こうした

事例への直接的な調査は困難である。また，参入企業自身

に対してアンケート調査等を実施しても，回収率の低さが

予想されるとともに懸念されているような事項をありのま

まに把握するのは困難で，企業としてバイアスのかかった

回答が予想される。

そこで，企業の農業参入について，比較的現場に近く，

かつ客観的な立場で見ることができるということ，加えて，

農業政策を理解し，地域農業を俯廠的に見ることができる

主体として，都道府県の企業の農業参入担当部局（以下，

単に「担当部局」とする）を対象としてアンケート調査を

q'yうこととした。

調査実施にあたっては，まず4県の担当部局を対象に，

設問設計のためのプレアンケートと議論を行った。この4

県は参入に積極的な県と消極的な県を取り混ぜて設定し

た。その上で，全国47都道府県の担当部局に郵送法でア

ンケート調査を実施した。実施時期は2013年3月~5月

で一部の調査票は回収が9月になった。回収率は 100%で

あった。

4. 結果と考察

(1) 農業参入に対する都道府県の対応状況

都道府県（以下，本文中及び表中では単に「県」とする）

の担当部局との従前の意見交換や本調査の事前調査として

の4県へのヒアリングから農業参入に対する県の対応の違

いはかなり幅があることを把握していた。そこで，まず各

県の対応状況を聞いた。

a) 参入の取り組みと変化

表lに示すように2009年の農地法改正前から「積極的

に参入促進を図っていた」県は 11県， 23%にとどまって

おり，「ある程度参入促進を図っていた」，を加えても， 18

県， 38%にとどまっている。また，農地法改正により参

入促進の取り組みを強化した県は， 19県， 40%となって

おり，法改正が県の姿勢の変化に一定程度つながっている

ことがわかった。補足的な質問で法改正以外の参入促進強

化の要因を聞いたところ，全体で 19県の記述があり，担

い手不足等の事情が13県，耕作放棄地の拡大が12県，そ

の他，参入企業からの相談が増加しているため，新たなビ

ジネスモデルの創出に期待するため，農村の活力向上のた

めの各理由が2県から挙がっていた。

表 1 農地法改正前の都道府県の対応姿勢ごとの法改正に

よる取り組みの変化

1. 参入促進 2. 特に変化

選択肢 の取り組み はない 合計

を強化した

1. 積極的に参入促進
3県 8県 11県

を図っていた

2. ある程度参入促進
3県 4県 7県

を固っていた

3. 特に参入促進を図
13県 16県 29県

っていなかった

合計 19県 28県 47県

b) 現在の取り組み状況

次に，現状での農業参入への対応姿勢を聞いた（表2)。

「積極的に参入促進を進めている」のは， 11県， 23%,「相

談があれば積極的に参入を促進している」が14県， 30%

であり，両方を加えると 25県， 53%となっている。一方，

「相談があれば，対応している」というやや消極的な対応

は22県， 47%にのぽっている。

表 2 都道府県の農業参入の対応姿勢

選択肢 実数 比率％

1. 積極的に農業参入を進めてい
11県 23% 

る

2. 農業参入についての相談があ

れば，積極的に参入を促進してい 14県 30% 

る

3. 農業参入について相談があれ
22県 47% 

ば，対応している

4. 農業参入についての相談があ

っても，あまり積極的には対応し 0県 0% 

ていない

5. その他 0県 0% 

合計 47県 100% 

c) 小括

農地法改正は県の農業参入対応強化のきっかけになった

といえる。しかし．約6割の県が農地法改正前は特に参入

促進を図っていなかったとしており，改正後も約5割の県

で受け身の対応となっている。磯田ら (2014: p.13)が示

す大分県のように専門の部局をつくるなどで積極的に対応

している県は必ずしも多くないといえる。同じ法制度で

あっても県によりこうした対応の違いが現れている。ま

た，今回関東地方の県から「市町村も参入に積極的なとこ

ろと，消極的なところさまざまである」と指摘されたよう

に同一県内でも市町村によって対応の違いが認められる

との意見が聞かれることが多い。この原因として，農地条

件などの物理的な要因の他に，“企業参入アレルギー”が

農業関係者の間で依然として強く存在していることが背景

にあると思われる。
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(2) 企業参入の撤退の実態と対応

政府答弁 (2009)や渋谷 (2011)により，報告された撤

退理由をみると，限定されたサンプル数ながら，「安易な

撤退」とは言い切れない。そこで，まず，これが一部にと

どまるものか，全国的なものなのか， という点を明らかに

する必要がある。その上で，撤退の理由や撤退後の農地が

荒廃しているのか否かを確認する必要がある。

a) 撤退事例の存在状況

撤退事例については，県の担当部局でも詳細かつリアル

タイムで把握している訳ではない。そこで，調査票では撤

退事例の有無として直接聞くのではなく，撤退事例の把握

状況として聞いた。その結果（表3)'全体の 8割の県

が「撤退事例あり」または「あるようだ」としている。こ

の結果から，参入企業の撤退は全国的に発生していると捉

えることができる。一方で，「撤退事例はないと認識して

いる」は 17%にとどまっている。

表 3 撤退事例の把握状況

選択肢 実数 比率％

1. 撤退事例があり，企業名・市町村等
10県 24% 

をほぼ全て把握している

2. 撤退事例があり，企業名・市町村
20県 47% 

等の一部は把握している

3. 撤退事例があるようだが，企業名・
3県 7% 

市町村等は把握していない

4. 撤退事例があるかどうか把握してい
2県 5% 

ない

5. 撤退事例はないと認識している 7県 17% 

合計 42県 100% 

b) 撤退理由

次に．把握されている撤退事例の理由を聞くことで．安

易な撤退かどうかを確認した（表4)。

表 4 撤退理由別撤退企業数

選択肢 実数 比率％

1. 本体企業の経営不振 32件 18% 

2. 農業の経営不振（主に生産面） 21件 12% 

3. 農業の経営不振（主に販売面） 6件 3% 

4. 農業の経営不振（詳細不明） 22件 12% 

5. その他の理由 39件 22% 

6. 理由は不明 59件 33% 

合計 179件 100% 

撤退という後ろ向きの企業行動については．理由の把握

が難しい。これを反映して，撤退事例の 1/3は理由が不明，

となっている。一方わかっている理由では，農業の経営不

振本体企業の経営不振などが大きな理由といえる。

さらに．上記以外の「その他」の理由（回答は27件）

の内容を具体的に聞いたところ（表5).本業繁忙のため，

経営者の交代．想定外の困難さなど借り主の都合と思われ

渋谷

る理由が33%を占めた。しかし，これらの理由をみると

決して「安易に」と言えるものではない。

また，形式的には「撤退」であっても，農業生産法人へ

移行，子会社を設立し親会社が撤退などは実質的に農業を

継続しているといえる。さらに，社長の死亡，大震災の被

災のような不可抗力や，貸し主が農地を売却，農地の返還

の申し入れなど，家族農業経営であっても共通に発生し得

るようなやむを得ない事情で撤退している例もある。

表 5 撤退理由別撤退企業数「その他の理由」の内訳

理由の区分 件数 比率 具体例

本業繁忙のため，

借り主の都合 9件 33% 経営者の交代，

想定外の困難さ，など

農業生産法人へ移行，

実質的に継続 8件 30% 子会社を設立し親会社

は撤退，など

不可抗力 5件 18% 
社長の死亡，

大震災の被災，など

貸し主が農地を売却，

貸し主の都合 4件 15% 農地の返還の申し入れ，

など

その他 1件 4% 
指定管理者としての期

間満了

合計 27件 100% 

c) 撤退についての都道府県の考え方

上記のように，撤退事例が全国的に発生し，その理由も

一部が把握されているなかで撤退についての考え方を聞い

た（表6)。最も多い回答は，「特に考え方を定めていない」

の46%である。これは現在でも約半数が農業参入に受け身

の姿勢であること，撤退状況について無回答の県が11%あ

ることなどを勘案するとこうした回答結果は理解できる。

表 6 撤退についての考え方

選択肢 実数 比率％

1. いったん参入したら，いかなる理由
0県 0% 

でも撤退は認められない

2. いったん参入しても，本業が倒産す

るほどの状況ならば撤退はやむを得な 3県 7% 

し‘

3. 都道府県として理解できる理由での
14県 30% 

経営判断としての撤退はやむを得ない

4. 理由の如何に関わらず経営判断とし
8県 17% 

ての撤退はやむを得ない

5. 特に考え方を定めていない 21県 46% 

合計 46県 100% 

選択肢の 1~4の中で，最も多かったのは，「理解できる

理由での経営判断としての撤退はやむを得ない」の 30%

である。これを 1~4の回答県のみを対象とした比率で見

ると 56%となっており．中心的な考え方だと思われる。
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さらに，「理由の如何に関わらず経営判断としての撤退は

やむを得ない」という， ともすると安易な撤退も容認する

ような回答も 17%(同 32%) を占めている。総じて，参

入企業が，安易に撤退している状況がほとんど見られない

ことが影響していると思われるが，受入側・参入側の双方

の立場の中間的な位置にある県は，寛容な考え方を持って

いるといえる。

d) 撤退後の農地利用状況

農業参入解禁前の議論においては，撤退事象そのものと

同様に撤退後の農地の荒廃に伴う地域農業への悪影響につ

いての懸念が大きかった。しかし，実際に撤退後の農地利

用状況を聞くと（表7),選択肢の 1~4のように撤退後の

農地のほとんどは何らかの形で後継耕作者が現れており，

ほとんどの事例では荒廃してないことがわかった。こうし

た中で「耕作者がいなくなっている」は， 6件， 4%存在す

る。この比率を，「把握していない」を除く件数で除して

算出すると， 7%となる。この数字を多いとみるか少ない

とみるかは判断が分かれるところかもしれない。農地の後

継耕作者が見つかるにはある程度の時間がかかること，農

業参入の対象となった農地はもともと条件がよくない場合

が多く，特に農地リース特区の初期には耕作放棄地が参入

の対象とされていたこと，わが国全体の耕作放棄地率の高

さ，などを勘案すると，撤退後に耕作者不在となっている

農地比率は少ないというのが妥当であろう。

表 7 撤退後の農地利用状況

選択肢 実数 比率％

1. 別の企業が参入して耕作している 18件 13% 

2. 別の個人が新規就農している 1件 1% 

3. 近隣の農家が耕作している 14件 46% 

4. 農地の所有者が耕作している 16件 11% 

5. 耕作者がいなくなっている 6件 4% 

6. その他の状況 31件 22% 

7. 把握していない 56件 39% 

回答合計 46件 100% 

さらに．「その他の状況」の内訳については，「円滑化団

体に移行し耕作継続」．「所有者が耕作」．「近隣農業者が耕

作」など実態として耕作が継続されている例や「農業委員

会で調整中」．「基盤整備中」など懸念に値するような状況

ではないことが示されている。

e) 小括

参入企業の撤退は，全国的に発生していることが確認で

きた。また．今回の調査結果をもとに撤退企業数を参入企

業数で除して求めた．いわば「企業の撤退率」は8.1%と

なった。注記9)に示した国会答弁から算出した企業の撤

退率は, 8.8%となる。さらに就農及び撤退の実態という

点では類似した点がある調査では．認定就農者の 5年以内

の撤退率は7.5%, うち非農家出身者の撤退率は 11.5%16)と

なっている。これらと比較すると参入企業の撤退率は個人

の就農者の撤退率と同程度であり．企業参入故に撤退が多

いとはいえないことがわかった。

撤退の主要因は，「農業の経営不振」である。これは個

人の新規就農者でも直面する問題であり，企業の場合でも

一定程度の発生は不可避なものと考えられる。さらに，撤

退とされた事例でも実質的に営農を継続している場合や貸

し主の都合，不可抗力なども多く，借り主（企業）側の都

合はわずかである。しかもやむを得ないと考えられる理由

が多い。こうした実態を見ると，田代 (1997: p. 83)が指

摘したように，少なくとも企業が「安易に撤退して儲かる

部門に資本を移動する」とは言いがたい。こうした実態を

反映していると思われるが，県としては，やむを得ない撤

退は容認する考えが大勢を占めている。

また，撤退事案のほとんどは，後継耕作者がおり，「耕

作者がいなくなっている」という耕作放棄地発生につなが

る可能性のある状況は数％にとどまっている。なお，撤退

後の農地状況については，政府答弁 (2009)や渋谷 (2011)

においても，撤退後に後継耕作が行われており，荒廃して

いないと報告されている。こうしたことを考えると企業の

撤退後に農地が荒廃し周辺に悪影響を及ぽすという懸念も

現在のところ当てはまらない。これは，企業の参入によっ

て，耕作放棄地の回復や肥培管理の継続などがみられ，農

地条件は，参入前よりも改善していると考えられ，後継耕

作者にとっては営農しやすい条件となっていることが考え

られる。

(3) 参入企業による不適切な農地利用の実態と将来の可

能性

企業参入についての懸念の大きなものに投機や転用目

的，産廃の不法投棄など不適切な農地利用がある。わが国

では不動産の価値は必ず上がるという「土地神話」がある。

また，バブル経済期には，住宅，商業， レジャーなどの種

地として農地が注目された。さらに，実際に農地を借地し

た後に産業廃棄物を投棄して周辺の営農環境に多大な影響

を与えた事例もある。そこで，現在の参入状況で農地の不

適切な利用について聞いた。

表 8 参入企業の不適切な農地利用状況

選択肢 1年間未 別用途に 廃棄物が 塀を巡ら 未届の転

着手 利用 投棄 す 用等

1. 事例あ
1県 0県 0県 0県 0県

り

2. 事例な
32県 35県 35県 35県 36県

しと認識

3. 把握し
11県 10県 10県 10県 9県

ていない

合計 44県 45県 45県 45県 45県

a) 参入企業の不適切な農地利用状況

農地の不適切な利用として，「参入後1年間以上耕作や

農業施設の整備に未着手」，「参入後農地を資材置き場や駐

車場など別用途に利用」，「参入後廃棄物の投棄がなされ

た」，「参入後高い塀を巡らすなどで営農の状況がわからな
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い」，「その他未届の転用等に類する事例がある」，の5項

目について，現状と 10年程度の将来の予想，農家でも企

業同様に懸念されるかどうかを聞いた（表8)。

結果として，「参入後1年間以上耕作や農業施設の整備

に未着手」，は 1県から「事例あり」との回答があった。

その他は，ほとんどの回答が，「事例なしと認識」であり，

次いで，「把握していない」，「無回答」， となっている。参

入後1年以上未着手の事例があるが，地域農業に対して負

の影響を大きく与えるものではない。

今回の結果は，県の農業参入担当者の把握状況を聞いた

ものであり，県で把握されていない事案も存在する可能性

は否定できないものの，参入企業による農地の不適正利用

として表面化しているものは，現在のところ見られない，

といえる。

前述の結果はあくまでも現在までの実態であり，今後も

ないと保証するものではない。そこで， 10年程度の将来

において，不適切な農地利用の発生する可能性と農家でも

懸念されるものであるかについて聞いた（表9)。

表 9 農家の不適切な農地利用の可能性 (10年後）

選択肢 1年間 別用途 廃棄物 塀を巡 未届の

未着手 に利用 が投棄 らす 転用等

1. 起こるとは
5県 9県 9県 11県 6県

思えない

2. 起こる可能
18県 14県 13県 10県 15県

性はある

3. 全くわから
19県 18県 19県 21県 20県

ない

合計 42県 41県 41県 42県 41県

農家に対する
13県 9県 5県 5県 7県

懸念

各項目で最も多かったのは，「全くわからない」，であっ

たが，「起こる可能性はある」， とする回答が多くの枝問で

2番目に多くなっている。農家に対する懸念も一定程度存

在するが，企業のほうが発生する可能性は高いと考えられ

ている。

b) 小括

参入議論当時に指摘されていたような農地の不適正利

用は，現在までのところ県の担当者においては見られない。

一方で， 10年後まで考えると，可能性としては，想定で

きるとする回答もある。また，一部の県では，農家であっ

ても企業と同様の懸念があるとしている。

これは，農業参入の代表的な形態が一貫して農地貸借方

式であるため，土地利用が企業の自由にならないこと，ま

た特区制度導入以降は，農業界だけでなく社会的に関心を

集めたことで「緊張感を持って17)」制度の運用が行われ，

各種の懸念に相当する行為に対する歯止めがかかっている

と示唆される。

こうした結果を考えると，現状の農業参入の中心的な方

法である解除条件付貸借方式である限りは，農地の不適正

利用は想定しにくいといえる。

渋谷

(4) 家族農業経営への影響

企業の参入によって家族経営農業が衰退する， という指

摘が真実ならば，一般の農家や農業委員会としては，企業

参入に否定的な行動をとるであろう。そこで，この指摘の

検証を行うことで．農業の現場において参入の正しい共通

理解につなげることが可能となる。

表 10 企業参入による家族経営の農業離れの進行の有無

選択肢 実数 比率％

1. 企業が農業に参入することで，家族経
0県 0% 

営農家の農業離れが大いに進んだ

2. 企業が農業に参入することで，家族
0県 0% 

経営農家の農業離れがある程度進んだ

3. 企業が農業に参入しても，家族経営
39県 83% 

農家の農業離れとは関係がない

4. 企業が農業に参入することで，家族

経営農家の農業離れがある程度抑制さ 0県 0% 

れている

5. 企業が農業に参入することで，家族
0県 0% 

経営農家が大いに抑制されている

6. わからない 8県 17% 

合計 47県 100% 

a) 企業参入による家族経営の農業離れ

企業が参入したことによる家族経営の農業離れについて

聞いた（表10)。結果として「わからない」の8県， 17%

を除くと，全ての回答が，「企業が農業に参入しても，家

族経営農家の農業離れとは関係がない」となっている。こ

の点では，本調査の中で最も明確な結果となった。

b) 小括

企業の参入が家族農業経営を駆逐する， との指摘は，約

20年前のものである。この間，企業の農業参入が進むと

ともに，家族農業経営の衰退が進んだ。県の担当者は，後

者を企業の参入によるものとは捉えておらず，農業内部か

ら家族経営の弱体化が進行しているためと考えるのが適切

であろう。むしろ，現状においては，山本 (2007: p. 48) 

で示されているように，企業の参入は，地域農業，地域経

済，雇用創出などで地域に貢献している。とはいえ，かつ

ての指摘が，今日の“企業参入アレルギー"につながって

いることは十分に考えられる。

(5) 参入企業の農地取得への考え方

企業の農業参入が議論されていた頃には，農地取得の議

論も盛んに行われていた。農地取得についての懸念は，前

述の撤退とその後の農地の荒廃，不適正利用などと複合し

たものである。現在までのところ，一般企業の農業参入は

貸借方式であり，撤退や農地の不正利用などが大きな問題

となっていない中で，農業参入についての議論の焦点は参

入企業の農地取得の可否に移行している。

取得できるようにすべきとの論調は，農地取得制限が農

業参入の障害になっているとの認識が根強くあるからであ
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る。 時点で，企業による農地取得についての「懸念」は存在す

そこで，県の担当者として農業参入の際に農地取得が可 るといえる。

能となった場合に参入企業数が拡大するかについて聞

き，制度のさらなる緩和の必要性を考察することとした。 表 12 農地取得が可能な場合の非農業目的の農地取得の可能性

a) 農地取得が可能となった場合の参入企業数

農地取得が可能となった場合に参入企業数が拡大するか

どうかを聞いたところ（表11),74%が「大きく変わらな

い」とした。「わからない」，「無回答」を除いて母数を設定

すると，実に94%が「大きく変わらない」という回答をし

ていることになる。その理由として，農地取得の可否が問

題となっているのではなく，まとまった農地が確保できな

いことや，技術や販路など農業経営自体に不安を持ってい

ること，農地の取得費用が高く採算的に合わないこと，取

得するとそれだけリスクが高まること，等が挙がっている。

表 11 農地取得が可能な場合の参入企業数

選択肢 実数 比率％

1. 拡大する 2県 4% 

2. 大きく変わらない 34県 74% 

3. 減少する 0県 0% 

4. わからない 10県 22% 

合計 46県 100% 

一方，「拡大する」， とした九州地方の県は，その理由と

して，農業生産法人の要件の厳しさ故の設立の困難さ，貸

借方式の場合は条件の悪い農地が多い， とした上で，農家

の高齢化が進む中で，農地を売りたい者がほとんどであり，

企業がまとまった農地を確保しようとする場合，農地の取

得という選択肢がないと効率的な営農ができる農地を確保

できない。農地法改正で解除条件がついたことからこうし

た対応が可能ならば農地取得を認めるべき， とされた。こ

の他，農家の経済的事情から農地を手放すことも考えられ

る， と指摘する近畿地方の県もある。地域による違いもあ

ると思われるが，「農地を売りたい」という状況は今後さ

らに拡大することも予想されるため，解除条件の運用次第

ではこうした意見も参考にはなる。さらに，経営の永続性

という観点からは取得が望ましい， との意見もみられた。

所有権を移転させつつも解除条件を付与することは現実

的とは考えにくい。こうしたことを考えると，現状におい

て参入企業数拡大のために農地取得を解禁してもその効果

は小さいと考えられる。

b) 非農業目的の農地取得の可能性

表10が現行制度を前提として将来の可能性を聞いたも

のであるのに対し，仮に企業の農地取得が可能となった場

合の投機資産保有転用などの非農業目的の農地取得の

可能性を聞いた（表12)。その結果，全般的に「可能性は

ある」， と，「ほとんど，あるいは全く考えられない」とい

う回答に分かれた。「ほとんど，あるいは全く考えられな

ぃ」， という回答は，地方部の県に多く見られ，「可能性と

してはある」は都市部の県に多く見られる傾向があり，開

発圧力の強さが影響していると思われる。こうみると，現

選択肢 投機的目 資産保有 転用目的

的 目的

1. 大いにあり得る 1県 0県 3県

2. 可能性としてはある 18県 17県 23県

3. ほとんど考えられない 8県 10県 3県

4. 全く考えられない 2県 2県 1県

5. わからない 17県 17県 16県

合計 46県 46県 46県

c) 農地取得についての考え方

こうした状況と関連して，農業参入を進める上で，農地

取得についての考え方を聞いた（表13)。

表 13 農地取得についての考え方

選択肢 実数 比率％

1. 農地取得を認めるべきである 0県 0% 

2. 買戻し条件などの条件付きで農地取
1県 2% 

得を認めるべきである

3. 農地取得を認めるべきではないがリ
2県 4% 

ースの条件を緩和すべきである

4. 現状の制度のままで良い 18県 36% 

5. 現状の制度よりも厳しくすべきであ
0県 0% 

る

6. 県としての考え方は定まっていない 25県 55% 

合計 46県 100% 

その結果，「県としての考え方は定まっていない」の54%

が最大であるが，方向性を示した選択肢では，「現状の制

度のままでよい」，が最も多くなっている。「買い戻し条件

などの条件付で農地取得を認めるべき」との選択肢が1県

あった。この県では，企業が一時的に農地を取得し，転用

して格納庫や事務所を整備する場合には認めるべき， とし

ている。また，「農地取得を認めるべきではないがリース

の条件を緩和すべきである」との選択肢も 2県あった。そ

の理由として，農地貸借の下限面積要件の弾力的な運用，

保全管理的な利用の容認，が挙げられた。このように制

度の部分的な変更までをも否定するものではないが，基本

的に現行の解除条件付貸借方式を維持していくことが望ま

れている。

d) 農業参入の阻害要因

農地取得の可否が農業参入の阻害要因ではないとする

と，それ以外の阻害要因を確認する必要がある。結果とし

て（表14), 「使いたい農地が見つからない」，「分散してま

とまらない」などの農地条件を挙げる県が多かった。「そ

の他」の記述では，技術のなさ，初期投資の高さ，経営計

画が不明確販路のなさ，地元（農家・農業委員会・市町
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村）の対応の悪さ，農地情報のなさ，農業の基本的な知識

不足などさまざまな阻害要因が挙げられた。また，農地を

取得するとすれば，取得にかかる初期投資が過大であるこ

と，農地は処分しにくく取得にはリスクを伴うこと，農業

生産法人を設立すれば農地の取得が可能など，あえて農地

取得を望まない理由も挙がっている。

表 14 農地参入の阻害要因

選択肢 回答数 比率％

1. 企業が使いたい農地が見つからな
29県 62% 

いため

2. 企業が使いたい農地があっても，
26県 55% 

分散してまとまらないため

3. 農家が企業には農地を貸したがら
8県 17% 

ないため

4. 農家が企業・農家を問わず，農地
9県 19% 

を貸したがらないため

5. そもそも農業は儲からないため 9県 19% 

6. その他 20県 43% 

7. わからない 2県 4% 

e) 小括

本調査からは，農地取得の解禁が参入企業数の拡大に結

びつくわけではないことがわかった。参入企業数をより拡

大させるためには，適当な農地確保の困難さなど農地問題

の他に，農家側の意識からくる地元の対応，技術・販路な

どの経営問題など農地取得の解禁以外の方策を講ずる方が

有効と思われる。また，農地取得が可能となった場合に，

非農業目的に農地取得を行う可能性も想定される。

一般企業の農地取得を制限しているのは，相応の理由が

あるためであり，わが国の農業振興において農業参入企業

をより活用していくためには，現行制度を維持した上で，

渋谷

現状で行える改革を推進していくことが適当と思われる。

5. おわりに

本研究では，企業の農業参入議論で提起された懸念点に

ついて，制度の適用後の状況を踏まえて検証を試みた。

結果を要約すると，企業は安易に撤退しやすいため，跡

地が荒廃し，地域農業に悪影響を及ぼすという懸念に対し

ては，参入企業の撤退は全国で発生しているものの，決し

て安易な撤退とはいえず，やむを得ないもので，撤退後の

農地もほとんどは何らかの形で耕作が継続されていること

がわかった。さらに参入によって家族農業経営が駆逐さ

れるとの懸念も，実態からはみられていない。参入企業に

よる農地の別用途への利用，廃棄物を投棄するなどの不適

切な農地利用も現状ではみられていない。しかし， 10年後

までを考えるとこうした状況が発生する可能性も想定され

る。これは，農業参入の方式が解除条件付貸借方式である

という現行制度が前提となっており，過去の農業参入議論

で論点の一つとなっていた，企業による農地取得が認めら

れていないということを考慮する必要がある。企業の農地

取得については，県の担当者はその必要性をほとんど認め

ておらず，全体的に現行制度の維持が望ましいとしている。

本稿の結論の 1点目として，農業参入解禁前後あるいは

それ以前に指摘された懸念点はほぽ当てはまる状況ではな

いことがわかった。そこで問題となるのは，こうしたこと

が農業参入の現場にいる農家，農業委員会などの関係者の

間で共通認識となっていない点であり，高齢化が進行する

農村において農地の有効利用機会の逸失につながっている

可能性があることである。今回のアンケート調査の自由記

述では，「企業の農業参入に対する農家，市町，農業委員会

の抵抗感は下がってきている（中部地方の県）」との意見が

複数の県から示されている。また，山本ら (2009)は，参入

実績のない市町村担当者は，ある市町村担当者に比べて，

農業参入に対する不安を強く抱く傾向がある，としている。

表 15 企業の農業参入に対する懸念点と検証結果の対照表

企業の農業参入に対する
指摘文献等 関連文献等 検証結果となるアンケート調査結果

懸念点

1. 参入企業の安易な撤退と跡地 田代 (1997) 政府答弁 (2009)表3撤退事例の把握状況

の荒廃 太田原 (2002)澁谷 (2007) 表4 撤退理由別撤退企業数
石井 (2002) 渋谷 (2011) 表5 撤退理由別撤退企業数「その他の理由」の内訳

田代 (2003) 表6 撤退についての考え方

表7撤退後の農地利用状況

2. 企業による農地の不適正利用 原田 (1996) 全国農業会議所 表8参入企業の不適切な農地利用状況

全国農業会議 (2004) 表9農家の不適切な農地利用の可能性 (10年後）
所 (2002) 山本 (2007)

3. 家族農業経営への影響 原田 (1996) 表IO企業参入による家族経営の農業離れの進行の有無
糊沢 (2002)

4. 企業による農地取得の是非 原田 (2011) 経団連 (1997) 表II農地取得が可能な場合の参入企業数

表12農地取得が可能な場合の非農業目的の農地取得の可

能性

表 13農地取得についての考え方

表 14農地参入の阻害要因

※表 1,表2は回答者である都道府県の対応姿勢を聞いている設問である。
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こうしたことを合わせて考えると農業参入が行われていな

い地域を中心としてまだまだ‘‘企業参入アレルギー"は強

いと思われる。

もう 1点目の結論として，一般企業の農地取得は参入企

業数の拡大につながらないと思われ，参入促進のために

は，農地取得の解禁以外の方策が有効と思われることがわ

かった。一般企業の農地取得議論においては，全国農業会

議所 (2004)にあるような産業廃棄物の不法投棄などの懸

念は依然として残っており，こうした事態を防止するため

にも，一般企業は農地の貸借方式での参入に限られるとと

もに，農業生産法人への出資比率も 50%未満となってい

ることなどの意味を忘れてはならない。さらに参入する

側の企業としても，農地を売りたいとする農家は今後拡大

することが予想されるため，農地取得による農業参入が可

能となれば，貸し手側の農家からの農地買い取り要求や農

地の買い取りを条件とした企業参入が求められる可能性が

ある。そのため，本気で農業経営を行おうとする企業は事

業採算性の悪化につながる。こうしたことから農地取得の

解禁は逆に参入の阻害要因となる可能性もある。

今後環太平洋戦略的経済連携協定 (TPP)妥結の可能

性もあり，農業政策が抜本的に変更される可能性がある。

地域農業振興の観点からは企業を農業のプレーヤーとして

位置づけるとともに，現行制度の維持を前提に，実態に基

づいた落ち着いた議論を行い企業の活力やノウハウを最大

限に発揮させるような将来設計を行っていくことが望まれ

る。

なお，本稿の前半に示したような当時の議論や懸念点の

指摘が無意味だったわけではなく，こうした議論，指摘が

あったからこそ，懸念を避けるような制度設計や行政対応

がなされたといえる。具体的には，制度設計面では特区制

度ではリース方式としたことや市町村等を介して農地貸借

を行うようにしたこと，企業側（特定法人）に要件を付し

たこと，農地法改正で所有権を認めず解除条件付貸借方式

としたことや農業生産法人への出資比率に制約をかけたこ

となどがあげられる。行政対応では県，市町村が積極的に

参入に関与している例があること，撤退時に別の参入者を

見つけるなどの努力をしていることなどである。

さらに，本研究の手法上の制約として，アンケート調査

により 47県から回答を得たが，実態を詳細に把握し切れ

ていない県も少なからずあったこと，県の担当者への回答

を求めるものでありその結果を県の総意と捉えるには少々

無理があること，結果はあくまでも調査時点のものであり

将来にわたって現状を保証するものではないこと，などは

留意しておく必要がある。

今後の課題として，まずはこのような実態を農業関係者

の共通理解としていくことがある。一方で，企業ならでは

の特長を生かした新たなビジネスモデルを模索し，それを

既存の農業への適用に結びつけていくことがある。

注記

1) 農林水産省によると農地リース方式による参入企業数は拡

大の一途をたどり， 2003年から 2009年12月の農地法改正

までの約6.7年では合計436法人（年間平均65法人），農
地法改正後から 2014年6月までの約4.5年では合計1,576
法人（年間平均350法人）と 5.4倍のペースで参入法人数
が増加している。

2) 正式には，「新しい食料・農業・農村政策の方向」で，

1992年6月に農林水産省が公表した。
3) 「農業生産法人」は農地法で定められており， 2016年より
「農地所有適格法人」に名称が変更された。しかし，本稿で

は過去の文献の多くが「農業生産法人」とされていること

と「農地所有適格法人」の呼称が十分に浸透していないと

いう判断から，一貰して「農業生産法人」と表記している。

4) 同計画中に，「農業生産法人の活性化及び担い手の経営形

態の選択肢の拡大を図る観点から，農業生産法人の一形態

としての株式会社形態の導入を含む農業生産法人の要件の

見直しを行う」とされている。

5) 農地法第3条の特例措置として，「農業生産法人以外の法

人の農業への参入を容認」したもの。

6) 具体的には，「何年か後には，郊外に立地した大型店が撤退

した後と同じような事態がおこり，そのあとその土地が荒

れるのか「迷惑施設」ができるのか，次々と転売されてい

くのか。それは誰にもわかりませんが，いずれにせよ農業

で生産的に利用されることも，非農業用にせよ環境に優し

いかたちで利用されることも無いのではないでしょうか。」

と指摘している。

7) 具体的には，農林水産省 (2004)。
8) 澁谷 (2007: p. 33)では「意識としては営農を継続した＜

ても，やむを得ず撤退せざるを得ない状況となる可能性も

あると思われる」としている。

9) 衆議院農林水産委員会会議録第171回，第10号2009年4
月15日（水曜日）において，企業の撤退に対する担保や
耕作放棄地化防止策についての質問に対する答弁の中で説

明されている。回答は特定法人貸付事業を対象に2008年9
月現在の数字として報告され，参入法人数320法人の他に
31法人が撤退していることと，撤退理由別の数が報告され
ている。さらに，撤退法人が経営していた農地については，

周辺における特定法人等他の利用者への貸し付けが行われ

ており，そのほとんどが遊休農地化をしないと承知してい

る，と答弁されている。この調査は，国会の質問に対応し

て情報収集がなされたものであり，個々の詳細な状況につ

いては把握されていない。撤退理由別の数の集計は，渋谷

(2011)を参照のこと。

10) 具体的には，農林水産省 (2004)。
11) 企業が農地取得の必要性を表明している公表資料はいくつ

か確認できる。農林水産省資料 (2014)では，広島県の食

品会社が「賃貸期間が延長緩和されたが，長期の賃借は現

実的に地権者との相対では難かしさを感じる」として所有

権取得を希望している。 NHKのHP(2013)では，愛媛県の
苗メーカーが「農地の造成や用水路の整備など，新たな投

資を行っても，地権者から返還を求められれば，事業を途

中で断念しなければならない」として取得を希望している。

12) 規制緩和を推進する立場のメンバーで構成する「経済成長
フォーラム」が実施し， 280社（うち参入（検討を含む）

企業70社）が回答した。当該データの設問は，「一般的に
企業が農地所有できた方がよいと思うか」としている。

13) 出所は， 日本経済団体連合会 (2014)。
14) ここで，一定のとするのは，企業の農業参入は今後も続く
ことであり， 100%確定した結論は得ることができないた
めである

15) 農林水産省 (2014)。
16) 「農政改革関係閣僚会合」の下に設置された府省横断的な
「農政改革特命チーム」の第6回会合 (2014年10月18日
開催）の資料で示された。

17) 生源寺 (2008: p 197)。
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企業の農業参入に対する懸念点の検証
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Summary : Various concerns over private-sector companies coming into the farming business remain 

strong among those in the agricultural industry, posing an obstacle to new entrants into the industry. 

Thus, for the purpose of examining how their past concerns have materialized since the lifting of the ban 

on companies'engagement, we conducted a questionnaire survey of prefectural government officials in 

charge of making arrangements for companies'entry into the farming business. Our survey has found 

that most of the past concerns-such as that entrant companies may quit soon and leave the farmland to 

ruin, that they may use farmland for wrongful purposes, and that family farmers may be driven out of 

the farming business-were irrelevant. We have also learned each prefecture's stance regarding the 

acquisition of farmland by companies. Amid calls for fundamental changes to the government's 

agricultural policy, what is required of those in the agricultural industry is to redefine private-sector 

companies as full-fledged actors in the farming business, and then, to discuss, respond, and plan for the 

future in a calm and rational manner based on the actual state of affairs. 

Key words : companies'entry into the farming business, concern, examining, questionnaire survey 
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